
児
童
虐
待
防
止
対
策
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 
（
参
考
資
料
）
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○
 
関
係
機
関
等
に
お
い
て
支
援
を
要
す
る
妊

産
婦
等
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
。

 
○

 
低
所
得
の
妊
婦
や
望
ま
な
い
妊
娠
、
若
年

者
の
妊
娠
等
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
場
合

等
、
適
切
な
連
携
を
す
る
こ
と
が
必
要
。

 

課
題

 

○
 
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
法
定
化
し
、
全
国
展

開
を
図
る
。

 
○

 
妊
産
婦
等
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
支
援
機
関
に
接
続
し
、

虐
待
予
防
に
つ
な
げ
る
。

 
※

 
関
係
機
関
等
に
お
い
て
支
援
を
要
す
る
妊
婦
の
情
報
に
つ
い
て
共
有
し
、
低
所
得
の
妊
婦

に
対
し
助
産
施
設
の
周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
童
相
談
所
と
連
携
し

て
、
特
別
養
子
縁
組
に
つ
な
ぐ
な
ど
、
必
要
な
支
援
機
関
に
接
続
す
る
。

 

 

対
応

 

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開

 

○
 
現
状
、
妊
娠
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
支
援
に
つ
い
て
は
様
々
な
機
関
が
個
々
に
行
っ
て
い
る
。

 
○

 
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
総
合
的
に
相
談
支
援
を
提
供
し
、
切
れ
目
な
い
支
援
を

実
施
す
る
た
め
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
拠
点
（
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）
の
全
国
展
開
を
目
指
し
て
い
る
。

 
○

 
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
妊
産
婦
等
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
機

関
と
協
力
し
て
支
援
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
妊
産
婦
等
に
対
し
、
き
め
細
か
い
支
援
を
実
施
。

 

現
状

 

発
生
予
防

 

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
 

ソ
ー
シ
ャ
ル

 
ワ
ー
カ
ー

 

医
療
機
関

 

（
産
科
医
等
）

 

保
健
所

 
児
童
相
談
所

 
子
育
て
支
援
機
関

 
利
用
者
支
援

 
実
施
施
設

 
民
間
機
関

 
連
携
・
委
託

 

保
健
師

 
助
産
師
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○
 
妊
産
婦
や
乳
幼
児
等
へ
の
健
診
・
保
健
指
導
等
を
行
う
母
子
保
健
事
業
は
、
児
童
虐
待
の
予
防
や
早
期
発
見
に
資
す

る
も
の
で
あ
る
。

 
○

 
母
子
保
健
法
は
、
母
性
及
び
乳
幼
児
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
で
あ
る
。

 

現
状

 

○
 
母
子
保
健
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
業
が
児

童
虐
待
の
発
生
予
防
や
早
期
発
見
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
留
意
す
る
よ
う
、
母
子
保
健
法
に
お
い
て
明
確
化
す
る
。

 

○
 
母
子
保
健
事
業
が
児
童
虐
待
の
予
防
や
早

期
発
見
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
母
子

保
健
法
上
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。

 

課
題

 
対
応

 

発
生
予
防

 

母
子
保
健
事
業
と
の
連
携
強
化

 

児
童
虐
待
の

 

発
生
予
防

 
 
・

 
 
早
期
発
見

 
に
資
す
る
こ
と
の
明
確
化

 

妊
婦
健
康
診
査

 
乳
幼
児
健
康
診
査

 

母
子
保
健
事
業
の
実
施
を

 
通
じ
た
児
童
虐
待
の
発
生

 
予
防
・
早
期
発
見
の
実
現

 

母
子
保
健
法
に
基
づ
く

 
母
子
保
健
事
業
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支
援
を
要
す
る
妊
婦
の
情
報
の
確
実
な
把
握
等

 

○
 
出
産
後
の
養
育
に
つ
い
て
出
産
前
に
お
い
て
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
妊
婦
の
こ
と
を
特
定
妊

婦
と
い
い
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
及
び
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

 
○

 
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
に
お
け
る
０
歳
児
の
割
合
は

4
4
.0
％
を
占
め
、
０
日
児
死
亡
事
例
は

1
6
.8
％
を
占
め
る
。

 
○

 
０
日
児
死
亡
事
例
で
は
、
望
ま
な
い
妊
娠
の
占
め
る
割
合
が

7
0
.4
％
。

 

現
状

 

○
 
死
亡
事
例
の
背
景
と
し
て
は
、
母
親
が
妊
娠
期
か

ら
一
人
で
悩
み
を
抱
え
て
い
る
、
産
前
産
後
の
心
身

の
不
調
や
家
庭
環
境
の
問
題
が
あ
る
。

 
○

 
支
援
を
要
す
る
妊
婦
を
把
握
し
や
す
い
機
関
が
、

虐
待
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
妊
娠
期
か
ら
着
目
し
て
支

援
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
必
要
。

 

課
題

 

○
 
支
援
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
妊
婦
を
把
握
し
た

医
療
機
関
、
児
童
福
祉
施
設
、
学
校
等
は
、
市
町

村
に
対
し
て
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

対
応

 

発
生
予
防

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

支
援
を
要
す
る
妊
婦
に
関

す
る
情
報
を
通
知
す
る
等
、

適
切
に
情
報
提
供

 

支
援
を
要
す
る
妊
婦
に

関
す
る
情
報
を
把
握

 

保
健
機
関

 

保
育
所
・
幼
稚
園

 

学
校
・
教
育
委
員
会

 

医
療
機
関

 

市
町
村

 

253



子
育
て
家
庭
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援

 

○
 
生
後
４
か
月
ま
で
の
乳
児
の
い
る
す
べ
て
の
家
庭
を
訪
問
し
、
子
育
て
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
乳
児
及
び
保
護
者

の
心
身
の
状
況
や
養
育
環
境
の
把
握
、
養
育
相
談
・
助
言
を
行
う
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
を
実
施
。

 
○

 
養
育
支
援
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
子
育
て
経
験
者
等
に
よ
る
育
児
・
家
事
の
援
助
又
は
保
健
師
等

に
よ
る
具
体
的
な
養
育
に
関
す
る
指
導
助
言
等
を
行
う
養
育
支
援
訪
問
事
業
を
実
施
。

 
○

 
公
共
施
設
や
保
育
所
、
児
童
館
等
の
地
域
の
身
近
な
場
所
で
、
乳
幼
児
の
い
る
子
育
て
中
の
親
子
の
交
流
や
育
児
相

談
、
情
報
提
供
等
を
行
う
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
を
実
施
。
ま
た
、
子
育
て
中
の
保
護
者
等
が
子
育
て
サ
ー
ビ
ス

を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
情
報
提
供
や
相
談
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
等
を
行
う
利
用
者
支
援
事
業
を
実

施
。

 

現
状

 

○
 
様
々
な
事
情
に
よ
り
、
地
域
社
会
か
ら
孤

立
し
が
ち
な
子
育
て
家
庭
が
存
在
。

 

課
題

 

○
 
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
を
全
て
の
市
町
村
に
お
い
て
実

施
。
養
育
支
援
訪
問
事
業
に
つ
い
て
も
、
全
て
の
市
町
村
に

お
け
る
実
施
を
目
指
す
。

 
○

 
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
の
推
進
。

 
○

 
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
等
の
訪
問
型
支
援
の
活
用
。

 

対
応

 

発
生
予
防

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

児
童
委
員
・
家
庭
相
談
員

 
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

 

利
用
者
支
援
事
業

 

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

 
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関

 

養
育
支
援
訪
問
事
業

 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援

 

訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
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助
産
施
設
の
更
な
る
周
知

 

○
 
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
に
お
け
る
０
歳
児
の
割
合
は

4
4
.0
％
を
占
め
、
０
日
児
死
亡
事
例
は

1
6
.8
％
を
占
め
る
。

 
○

 
０
日
・

0
ヶ
月
児
死
亡
事
例
を
み
る
と
、
医
療
機
関
で
出
産
し
た
事
例
は

8
.8
％
に
と
ど
ま
り
、
医
療
機
関
外
で
の
出

産
が
大
半
。

 
○

 
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
入
院
し
て
出
産
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
妊
婦
は
、
都
道
府
県
・
市
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
に

申
し
出
る
こ
と
で
助
産
施
設
で
入
院
・
出
産
で
き
る
制
度
（
助
産
制
度
）
が
あ
る
が
、
助
産
制
度
を
知
ら
な
い
た
め
、
出

産
に
要
す
る
費
用
負
担
を
懸
念
し
て
、
医
療
機
関
で
の
受
診
を
た
め
ら
う
事
例
も
あ
る
。

 

現
状

 

○
 
妊
娠
を
抱
え
込
ま
ず
出
産
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
。

  
○

 
低
所
得
の
妊
婦
が
受
診
し
医
療
機
関
が
接
点
を
持

つ
こ
と
で
、
そ
の
後
の
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

が
重
要
。

 

課
題

 

○
 
助
産
制
度
を
周
知
す
る
こ
と
で
、
助
産
制
度
の
利

用
を
促
す
。

 対
応

 

発
生
予
防

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

助
産
制
度
を
利
用
し
た
い
妊
婦

 

医
療
機
関
を

 

受
診
し
な
い

 

都
道
府
県
等
に
申
し
込
み

 

出
産
費
用
の
負
担
を
懸
念

 
助
産
制
度
を
知
ら
な
い
妊
婦

 

助
産
制
度

の
周
知

 
出
産

 

（
助
産
施
設
）

 

（
助
産
施
設
）

 

255



児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
の
更
な
る
周
知

 

○
 
平
成

2
1
年

1
0
月
か
ら
開
始
し
た
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
を
こ
れ
ま
で
の
１
０
桁
（

0
5
7
0
-0

6
4
-0

0
0
）

か
ら
覚
え
や
す
い
３
桁
の
番
号

(1
8
9
)に

し
、
平
成

2
7
年
７
月
１
日
か
ら
運
用
開
始
。

 

現
状

 

○
 
広
報
活
動
を
行
っ
た
も
の
の
、
「
１
８
９
」
を
ま

だ
知
ら
な
い
方
が
い
る
。

 

課
題

 

○
 
児
童
虐
待
防
止
対
策
推
進
月
間
等
に
お
け
る
更
な

る
広
報
活
動
を
行
う
。

 

対
応

 

発
生
予
防

 

【
主
な
転
送
パ
タ
ー
ン
】

 

 
①

 
固
定
電
話
か
ら
発
信
し
た
場
合

 

 
 
・

 
発
信
し
た
電
話
の
市
内
局
番
等
か
ら
管
轄
が
特
定
で
き
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
児
童
相
談
所
へ
転
送

 

 
 
・

 
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て
発
信
者
に
居
住
地
の
地
域
番
号
を
入
力
し
て
も
ら
い
、
管
轄
児
童
相
談
所
を
特
定

 

 
②

 
携
帯
電
話
等
か
ら
発
信
し
た
場
合

 

 
 

 
 
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て
、
発
信
者
に
居
住
地
の
郵
便
番
号
（
７
桁
）
を
入
力
し
て
も
ら
い
、
管
轄
児
童
相
談
所
を
特
定

 
 

通 信 事 業 者 

利 用 者 が 居 住 す る 

地 域 を 管 轄 す る 

児 童 相 談 所 

3
桁
番
号
（
１
８
９
）
を
ダ
イ
ヤ
ル
＊

 
利 用 者 

転
送

 

＊
音
声
案
内
に
し
た
が
っ
て
所
在
地
の
入
力
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
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児
童
相
談
所
の
体
制
強
化

 

○
 
平
成

2
6
年
度
に
お
け
る
児
童
相
談
所
の
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
は
、
平
成

1
1
年
度
に
比
べ
て
約

7
.6
倍
。

 
 
一
方
、
児
童
福
祉
司
の
配
置
人
数
は
同
期
間
に
約

2
.３

倍
。

 
○

 
心
理
面
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
な
相
談
、
発
達
に
関
す
る
相
談
、
法
的
知
識
を
要
す
る
相
談
な
ど
、
専
門
的
な
知

識
や
技
術
を
必
要
と
す
る
ケ
ー
ス
の
増
加
。

 

現
状

 

○
 
増
加
傾
向
に
あ
る
児
童
虐
待
に
係
る
相
談
対
応
に

対
し
て
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
す
る
必
要
。

 
○

 
そ
の
た
め
、
業
務
量
に
見
合
っ
た
児
童
相
談
の
体

制
整
備
及
び
専
門
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
。

 

課
題

 

○
 
児
童
相
談
所
の
体
制
や
専
門
性
を
計
画
的
に
強
化
す

る
た
め
、
「
児
童
相
談
所
体
制
強
化
プ
ラ
ン
（
仮

称
）
」
を
策
定
し
、
児
童
福
祉
司
、
児
童
心
理
司
、
保

健
師
等
の
配
置
の
充
実
や
、
子
ど
も
の
権
利
を
養
護
す

る
観
点
等
か
ら
の
弁
護
士
の
活
用
等
を
行
う
。

 

対
応

 

迅
速
・
的
確
な
対
応
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推
移
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警
 
察

 

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
設
置

 

○
 
地
方
公
共
団
体
は
、
要
保
護
児
童
の
適
切
な
保
護
や
要
支
援
児
童
・
特
定
妊
婦
へ
の
適
切
な
支
援
を
図
る
た
め
、
関

係
機
関
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
を
置
く
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

 
○

 
協
議
会
は
、
要
保
護
児
童
の
適
切
な
保
護
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
情
報
交
換
や
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援

の
内
容
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

 

現
状

 

○
 
依
然
と
し
て
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
を
未

設
置
の
市
町
村
が
あ
る
。

 

※
全
国

1
,7

4
1
市
町
村
中
、

1
,7

3
1
市
町
村
が
設
置
（

9
9
.4
％
）

 
 

 
（
平
成

2
7
年
６
月
１
日
現
在
）

 

課
題

 

○
 
市
町
村
に
お
け
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議

会
の
設
置
を
徹
底
す
る
。

 

対
応

 

・
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
（
主
に
市
町
村
）
が
支
援
の
実
施
状
況
を
把
握
し
、

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
。

 
・
関
係
機
関
等
の
職
員
に
は
秘
密
保
持
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 
保
健
機
関

 
市
町
村

 
学
校
・
教
育
委
員
会

 

民
生
・
児
童
委
員

 

保
育
所
・
幼
稚
園

 
民
間
団
体

 
児
童
相
談
所

 
弁
護
士
会

 

医
療
機
関

 

迅
速
・
的
確
な
対
応

 

児
童
館
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要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
の
専
門
性
の
向
上

 

○
 
多
く
の
関
係
機
関
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
を
効
果
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
運
営

の
中
核
と
な
り
関
係
機
関
の
役
割
分
担
や
連
携
に
関
す
る
調
整
を
行
う
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
を
置
く
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
に
は
、
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
等
を
置
く
よ
う
に
努
め
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

 
○

 
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
は
、
協
議
会
に
関
す
る
事
務
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援

が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
童

相
談
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
。

 

○
 
協
議
会
の
中
核
と
な
る
調
整
機
関
が
、
各
機
関
の

支
援
の
調
整
を
行
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
進
行
管
理
の
役

割
を
円
滑
に
果
た
す
た
め
、
高
い
専
門
性
が
必
要
。

 

課
題

 

○
 
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
へ
の
、
児
童
福
祉
司

た
る
資
格
を
有
す
る
者
等
の
専
門
職
の
配
置
を
拡
大

す
る
。

 

対
応

 

現
状

 

警
 
察

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 
保
健
機
関

 
市
町
村

 

学
校
・
教
育
委
員
会

 

民
生
・
児
童
委
員

 

保
育
所
・
幼
稚
園

 

民
間
団
体

 
児
童
相
談
所

 

弁
護
士
会

 

医
療
機
関

 
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関

 

・
専
門
職
の
配
置

 

迅
速
・
的
確
な
対
応

 

児
童
館
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要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
効
率
的
な
運
営
の
促
進

 

○
 
多
く
の
関
係
機
関
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
を
効
果
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
運
営

の
中
核
と
な
り
関
係
機
関
の
役
割
分
担
や
連
携
に
関
す
る
調
整
を
行
う
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
を
置
く
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

 
○

 
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
は
、
協
議
会
に
関
す
る
事
務
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援

が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
児

童
相
談
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
。

 

現
状

 

○
 
進
行
管
理
す
る
事
例
数
が
年
々
増
加
し
、
個
々
の

事
例
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
う
余
裕
が
な
い
状

況
。

 
○

 
関
係
機
関
等
の
支
援
方
針
な
ど
に
関
す
る
意
見
が

異
な
り
、
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

 
○

 
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
適
時
適
切

に
児
童
の
保
護
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

 

課
題

 

○
 
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
運
用
を
行
う
事
を
促
進
す
る
。

 
 
・
必
要
に
応
じ
て
、
利
用
者
支
援
事
業
等
の
利
用
を

促
す
児
童
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

 
 
・
関
係
機
関
等
の
協
議
に
時
間
を
要
す
る
場
合
に
、

参
加
す
る
１
つ
の
機
関
を
主
た
る
支
援
機
関
と
す
る

等
。

 

対
応

 

迅
速
・
的
確
な
対
応

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

支
援
機
関

 

妊
娠
・
出

産
包
括
支

援
事
業

 

利
用
者

 

支
援
事
業

 

当
面
は
当
該
支
援
機

関
が
単
独
で
対
応

 

市
町
村

 

要
保
護
児
童
対
策

地
域
協
議
会

 
 

要
保
護
児
童
対
策

 
調
整
機
関

 

関
係
機
関
が
連
携

し
て
対
応

 

適
切
な
支
援
の
判
断

 

１
つ
の
機
関
を
主
た
る
支

援
機
関
と
す
る
。
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学
校
に
お
け
る
早
期
発
見
と
適
切
な
初
期
対
応

 

○
 
学
校
は
、
児
童
虐
待
を
発
見
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
児
童
虐
待
を
早
期
に
発
見
し
迅
速
か
つ
的
確
に
対

応
で
き
る
体
制
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

 

現
状

 

○
 
児
童
虐
待
対
応
に
は
専
門
的
・
組
織
的
な
体
制

が
必
要
で
あ
る
一
方
、
学
校
に
お
け
る
体
制
は
必

ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。

 
○

 
児
童
虐
待
へ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機

関
同
士
が
協
力
・
連
携
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
必

要
。

 

課
題

 

○
 
学
校
へ
の
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
及
び
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
配
置
を
充
実
す
る
。

 
○

 
こ
れ
ら
の
外
部
の
専
門
家
や
教
職
員
に
対
す
る
児
童
虐
待

を
含
め
た
研
修
を
充
実
す
る
。

 

対
応

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 学
 
校

 
関
係
機
関

 

市
町
村
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事

務
所
、
保
健
・
医
療
機
関
、
警
察
、

弁
護
士
、
家
庭
裁
判
所

 
等

 

・
校
内
チ
ー
ム
体
制
の
構
築

 

・
教
職
員
の
サ
ポ
ー
ト

 

・
教
職
員
等
へ
の
研
修
な
ど

 

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

 

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

 

・
関
係
機
関
と
の
調
整

 

・
情
報
・
行
動
連
携
な
ど

 

連
携
・
調
整

 
連
携
・
調
整

 

家
 
族

 
友

 
人

 
地

 
域

 

【
児
童
虐
待
対
策
等
】

 

 
・
児
童
虐
待

 

 
・
生
活
困
窮
者
対
策

 
 

 
・
就
学
援
助

 

 
・
生
活
保
護

 

【
問
題
行
動
等
】

 

 
・
い
じ
め

 

 
・
暴
力
行
為

 

 
・
不
登
校
等

 

児
童
生
徒

 

※
児
童
生
徒
が
置
か
れ
た
様
々
な
環
境
へ
の
働
き
か
け

 迅
速
・
的
確
な
対
応
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医
療
機
関
に
お
け
る
児
童
虐
待
対
応
体
制
の
整
備

 

○
 
医
療
機
関
は
、
児
童
虐
待
を
発
見
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
児
童
虐
待
を
早
期
に
発
見
し
迅
速
か
つ
的
確

に
対
応
で
き
る
体
制
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

 

現
状

 

○
 
児
童
虐
待
対
応
に
は
専
門
的
・
組
織
的
な
体
制
が

必
要
で
あ
る
一
方
、
医
療
機
関
に
お
け
る
体
制
は
必

ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。

 
○

 
児
童
虐
待
へ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機
関

同
士
が
協
力
・
連
携
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
。

 

課
題

 

○
 
医
療
従
事
者
に
対
す
る
研
修
や
要
保
護
児
童
対

策
地
域
協
議
会
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
。

 

対
応

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

迅
速
・
的
確
な
対
応

 

中
核
的
な
医
療
機
関

 
都
道
府
県

 

児
童
虐
待
専
門

 
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

 

病
院
内
の
虐
待

 

対
応
体
制
整
備

 

地
域
の
医
療
機
関
（
病
院
、
診
療
所
）

 

研
修
・
助
言

 

要
対
協
へ
の
参
加
促
進

 
研

 
修
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関
係
機
関
等
に
よ
る
調
査
協
力

 

○
 
地
方
公
共
団
体
の
機
関
は
、
市
町
村
長
、
児
童
相
談
所
長
等
か
ら
児
童
虐
待
に
係
る
児
童
又
は
そ
の
保
護
者
の
心
身

の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
係
る
当
該
児
童
、
そ
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
関

す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
資
料
又
は
情
報
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

 

現
状

 

○
 
児
童
虐
待
に
係
る
情
報
は
、
虐
待
へ
の
対
応
方
針

の
判
断
等
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
一
方
、
個
人
情
報

保
護
の
観
点
等
か
ら
、
民
間
の
医
療
機
関
、
児
童
福

祉
施
設
、
学
校
等
関
係
機
関
か
ら
児
童
虐
待
に
係
る

情
報
の
提
供
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

 

課
題

 

○
 
児
童
相
談
所
が
、
児
童
虐
待
に
係
る
資
料
又
は

情
報
の
提
供
を
求
め
る
対
象
を
、
民
間
の
医
療
機
関
、

児
童
福
祉
施
設
、
学
校
等
に
拡
大
し
、
こ
れ
ら
の
関

係
機
関
が
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
と
同
様
に
、
当

該
求
め
に
対
し
て
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

を
設
け
る
。

 対
応

 

市
町
村
長

 
福
祉
事
務
所
の
長

 
 
児
童
相
談
所
長

 
 

児
童
福
祉
施
設

 

医
療
機
関

 

学
校

 

地
方
公
共
団
体
の
機
関

 
児
童
虐
待
に
係
る
資
料
又
は
情
報

の
提
供
の
求
め

 

資
料
又
は
情
報
提
供
の
求
め
に
対
し
協
力
可
能

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

対
象
を
拡
大

 

迅
速
・
的
確
な
対
応

 

等
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臨
検
・
捜
索
手
続
の
簡
素
化

 

○
 
都
道
府
県
知
事
は
、
立
入
調
査
を
正
当
な
理
由
な
く
拒
否
等
を
し
た
保
護
者
が
再
出
頭
要
求
に
応
じ
な
い
場
合
に
お

い
て
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
の
裁
判
官
が
あ
ら
か
じ
め
発
す
る
許
可
状
に
よ
り
、

住
居
等
へ
立
入
り
、
児
童
の
捜
索
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
解
錠
等
の
実
力
行
使
も
可
能
）

 。
 

○
 
平
成

2
0
年
４
月
の
施
行
以
降

2
6
年
度
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
事
例
は
全
８
件
で
、
出
頭
要
求
か
ら
臨
検
捜
索
ま
で
に
要

し
た
日
数
は
１
～

7
0
日
。

 

現
状

 

○
 
緊
急
時
に
は
、
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る

児
童
の
安
全
を
迅
速
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

臨
検
・
捜
索
の
実
施
ま
で
の
手
続
き
に
時
間
を
要
す

る
場
合
が
あ
る
。

 
  

課
題

 

○
 
臨
検
・
捜
索
手
続
を
簡
素
化
し
、
都
道
府
県
は
、

再
出
頭
要
求
を
経
ず
に
、
裁
判
所
の
許
可
状
に
よ
り
、

職
員
を
児
童
の
住
所
に
臨
検
さ
せ
、
児
童
を
捜
索
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

 

対
応

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

家
庭
訪
問

 
臨
検
・
捜
索

 

出
頭
要
求

 

立
入
調
査

 
再
出
頭

 
要
求

 
裁
判
所
へ
の

 
許
可
状
請
求

 

再
出
頭
要
求
を
経
ず
と
も

 

臨
検
・
捜
索
の
許
可
状
請
求
を
可
能
に

 

迅
速
・
的
確
な
対
応

 

（
必

 
須
）
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一
時
保
護
所
の
体
制
整
備
等

 

○
 
児
童
相
談
所
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
（
一
時
保
護
所
）
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

 
○

 
児
童
相
談
所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
児
童
に
一
時
保
護
を
加
え
、
又
は
適
当
な
者
に
委
託
し
て
、

一
時
保
護
を
加
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

 

現
状

 

○
 
一
時
保
護
の
対
象
と
な
る
児
童
の
数
が
増
加
傾
向
に

あ
る
た
め
、
十
分
な
定
員
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
○

 
一
時
保
護
を
要
す
る
背
景
は
虐
待
、
非
行
あ
る
い
は

養
育
困
難
な
ど
様
々
で
あ
り
、
個
々
の
児
童
の
状
況
に

応
じ
た
対
応
を
可
能
と
す
る
た
め
の
環
境
改
善
が
必
要

で
あ
る
。

 
○

 
保
護
・
支
援
を
受
け
る
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
た
質

の
向
上
が
必
要
。

 
○

 
質
の
客
観
性
の
担
保
、
課
題
の
共
有
化
が
必
要
。

 
  

課
題

 

○
 
里
親
等
へ
一
時
保
護
委
託
を
推
進
す
る
。

 
○

 
一
時
保
護
所
に
つ
い
て
も
必
要
な
環
境
改
善

や
量
的
拡
大
を
図
る
。

 
○

 
一
時
保
護
所
に
つ
い
て
第
三
者
評
価
の
仕
組

み
を
設
け
る
。

 

対
応

 

年
間
平
均
入
所
率
（
平
成

2
6
年
）

 

迅
速
・
的
確
な
対
応
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被
虐
待
児
童
の
心
理
的
負
担
に
配
慮
し
た
面
接

 

○
 
特
に
性
的
虐
待
に
お
い
て
は
、
外
傷
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
、
生
活
状
況
か
ら
そ
の
事
実
の
確
認
を
行
う
こ

と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
児
童
の
面
接
で
の
証
言
内
容
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

 
○

 
性
的
虐
待
な
ど
を
受
け
た
児
童
は
、
被
害
状
況
の
確
認
の
た
め
、
児
童
福
祉
司
な
ど
の
児
童
相
談
所
職
員
、
警
察
官
、

検
察
官
な
ど
か
ら
、
複
数
回
に
わ
た
り
面
接
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

 

現
状

 

○
 
被
害
状
況
の
確
認
の
た
め
の
面
接
自
体
が
い
わ
ゆ

る
「
二
次
的
被
害
」
（
※
）
に
つ
な
が
る
場
合
が
あ

る
。

 
 

※
二
次
的
被
害
と
は
、
性
的
虐
待
な
ど
の
事
実
を
思
い
出
し
話
す
こ
と

自
体
が
元
の
ト
ラ
ウ
マ
的
な
出
来
事
の
再
体
験
と
し
て
ト
ラ
ウ
マ
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
。

 

課
題

 

○
 
児
童
相
談
所
、
警
察
及
び
検
察
が
連
携
を
強
化

し
、
個
別
事
例
に
応
じ
て
、
協
同
面
接
を
実
施
す

る
な
ど
、
被
虐
待
児
童
の
心
理
的
負
担
に
配
慮
し

た
試
行
的
取
組
を
実
施
す
る
。

 

対
応

 

被
害
児
童

 

検
 
察

 
警

 
察

 
児
童
相
談
所

 

被
害
児
童

 

検
 
察

 
警

 
察

 
児
童
相
談
所

 

関
係
機
関
が
連
携
し
、
同
様

に
質
問
を
し
な
い
こ
と
等
に

よ
り
、
面
接
の
回
数
を
減
ら

し
、
児
童
の
心
理
的
負
担
を

軽
減
す
る
。

 

児
童
相
談
所
、
警
察
、
検
察
な
ど
、

 

個
別
に
事
実
確
認
の
た
め
の
面
接
を
実
施
。

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

迅
速
・
的
確
な
対
応
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情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
体
制
整
備
等

 

○
 
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
は
、
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
に
お
い
て
全
国

4
7
カ
所
を
目
標
（
平
成

3
1
年
度

)と
し
て

い
る
が
、
平
成

2
6
年
度
に
お
い
て
全
国

3
8
カ
所
の
設
置
に
留
ま
っ
て
い
る
。

 
 

○
 
平
成

2
7
年
度
に
新
た
に
５
カ
所
設
置
予
定
で
あ
り
、
設
置
都
道
府
県
数
も

3
2
道
府
県
と
な
る
予
定
。

 
○

 
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
が
な
い
地
域
で
は
、
児
童
養
護
施
設
に
心
理
療
法
の
担
当
職
員
な
ど
を
配
置
し
て
対
応
。

 

現
状

 

○
 
医
師
が
必
置
で
あ
る
が
、
人
件
費
が
低
く
確
保
困

難
。

 
○

 
学
校
教
育
と
の
連
携
が
進
ん
で
い
な
い
。

 
○

 
被
虐
待
児
な
ど
対
応
が
困
難
な
児
童
が
増
え
て
い

る
こ
と
や
入
所
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
場
合
が
あ
る
等

の
実
態
に
合
っ
た
施
設
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

○
 
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
お
け
る
医
師
を

確
保
し
や
す
く
す
る
た
め
、
運
営
費
（
措
置
費
）

を
充
実
（
平
成

2
8
年
度
～
）
。

 
○

 
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
へ
の
通
所
指
導
を

積
極
的
に
活
用
。

 

課
題

 
対
応

 

Ｈ
２
２

 
Ｈ
２
３

 
Ｈ
２
４

 
Ｈ
２
５

 
Ｈ
２
６

 

３
７
カ
所

 
３
７
カ
所

 
３
８
カ
所

 
３
８
カ
所

 
３
８
カ
所

 

未
設
置
都
道
府
県

 

秋
田
県
・
山
形
県
・
福
島
県
・
千
葉
県
・

東
京
都
・
新
潟
県
・
富
山
県
・
石
川
県
・

福
井
県
・
山
梨
県
・
奈
良
県
・
徳
島
県
・

愛
媛
県
・
佐
賀
県
・
大
分
県
・
宮
崎
県
・

沖
縄
県

 
 

 
 

 
 

  
  

  
計

 １
７
県

 

○
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
設
置
カ
所
数

 

※
各
年
１
０
月
１
日
現
在

 

迅
速
・
的
確
な
対
応
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施
設
退
所
時
の
助
言
等

 

○
都
道
府
県
知
事
、
児
童
相
談
所
長
な
ど
は
、
一
時
保
護
や
施
設
入
所
等
の
措
置
を
解
除
す
る
際
、
あ
ら
か
じ
め
児
童
の

保
護
者
等
に
対
し
、
当
該
措
置
の
実
施
の
解
除
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

 
○
ま
た
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
に
つ
い
て
上
記
措
置
を
解
除
す
る
場
合
に
は
、
当
該
児
童
の
保
護
者
を
指
導
し
て
い

る
児
童
福
祉
司
等
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
保
護
者
指
導
や
再
度
の
虐
待
予
防
策
等
の
効
果
等
を
勘
案
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

 

現
状

 

○
 
措
置
を
解
除
し
た
後
に
、
よ
り
深
刻
な
虐
待
が
発

生
す
る
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
る
。

 
○

 
措
置
の
解
除
に
当
た
っ
て
は
、
継
続
的
な
フ
ォ

ロ
ー
が
重
要
。

 

課
題

 

○
 
児
童
相
談
所
が
委
託
し
た

N
P
O
法
人
等
に
よ
る

助
言
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
、
市
町
村
、
児
童
相
談

所
、
児
童
養
護
施
設
、

N
P
O
法
人
等
の
連
携
し
た

対
応
に
よ
る
定
期
的
な
安
全
確
認
、
相
談
・
支
援
等

を
実
施
す
る
。

 対
応

 

市
町
村

 

警
 
察

 

児
童
養
護
施
設

 

保
健
機
関

 

定
期
的
な
連
絡
・
訪
問
、

 
相
談
支
援

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 

一
時
保
護
所
・
児
童
養
護
施
設
等

 
措
置
解
除
・
一
時
帰
宅

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
民
間
団
体

 

児
童
相
談
所

 

委
託

 

自
立
支
援
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○
 
平
成

2
3
年
の
「
社
会
的
養
護
の
課
題
と
将
来
像
」
に
お
い
て
、
社
会
的
養
護
全
体
の
中
で
施
設
養
護
を
概
ね
１
／
３
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
概
ね
１
／
３
、
里
親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
を
概
ね
１
／
３
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

 
○

 
里
親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
委
託
率
は
平
成

2
6
年
度
末
現
在
で

1
6
.5
％
。

 
○

 
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
里
親
制
度
の
普
及
促
進
や
里
親
委
託
の
推
進
、
未
委
託
里
親
へ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を

実
施
す
る
里
親
支
援
機
関
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

 

現
状

 

○
 
里
親
制
度
に
対
す
る
社
会
的
認
知
度
が
低
く
、
新

規
委
託
可
能
な
登
録
里
親
が
少
な
い
。

 
 ○

 
児
童
相
談
所
が
虐
待
対
応
業
務
に
追
わ
れ
、
里
親

委
託
の
業
務
に
十
分
関
わ
れ
て
い
な
い

 。
 

○
 
里
親
の
開
拓
か
ら
児
童
の
自
立
支
援
ま
で
の
一

貫
し
た
里
親
支
援
を
都
道
府
県
の
業
務
と
し
て
法
定
。

 
○

 
上
記
の
支
援
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
法
人
や

N
P
O
法
人
等
の
民
間
団
体
に
委
託
す
る
こ
と
を
推

進
。

 

課
題

 
対
応

 

里
親
委
託
の
推
進

 

○
里
親
等
委
託
率
の
推
移

 

Ｈ
２
１

 
Ｈ
２
２

 
Ｈ
２
３

 
Ｈ
２
４

 
Ｈ
２
５

 
Ｈ
２
６

 

１
１
．
１
％

 
１
２
．
０
％

 
１
３
．
５
％

 
１
４
．
８
％

 
１
５
．
６
％

 
１
６
．
５
％

 

 
※
福
祉
行
政
報
告
例
及
び
家
庭
福
祉
課
調
べ
（
各
年
度
末
現
在
）

 

自
立
支
援
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里
親
家
庭

 

全
戸
訪
問
等
の
里
親
対
象

 

自
立
支
援

 
里
親
家
庭
に
対
す
る
訪
問
事
業
等
の
実
施

 

○
 
平
成

2
3
年
の
「
社
会
的
養
護
の
課
題
と
将
来
像
」
に
お
い
て
、
社
会
的
養
護
全
体
の
中
で
施
設
養
護
を
概
ね
１
／
３
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
概
ね
１
／
３
、
里
親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
を
概
ね
１
／
３
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

 
○

 
里
親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
委
託
率
は
平
成

2
6
年
度
末
現
在
で

1
6
.5
％
。

 
○

 
里
親
に
対
す
る
支
援
と
し
て
、
児
童
相
談
所
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
支
援
機
関
に
よ
る
相
談
・
援
助

が
行
わ
れ
て
い
る
。

 
 

現
状

 

○
 
里
親
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
支
援
の
充
実

が
必
要
。

 

課
題

 

○
 
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
及
び
乳

幼
児
健
康
診
査
に
つ
い
て
、
里
親
家
庭
も
対
象
で
あ
る
こ
と

を
明
確
化
す
る
。

 

対
応

 

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

 里
親
家
庭
に
対
す
る

 
対
象
事
業
の
明
確
化

 
国

 

都
道
府
県

 

市
町
村

 

連 携 

支
援
の
実
施

 

・
委
託
児
童
の
日
常
生
活

な
ど
養
育
に
関
す
る
不

安
の
解
消

 
・
委
託
児
童
の
健
康
の
状

況
に
関
す
る
不
安
の
解

消
 
等
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